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本 Q&Aは、2019年 5月 20日、6月 4日、6月 27日の 3回にわたって開催された建築構造設計指針

2019の説明会において提出された質問に対する回答をまとめたものです。回答は東京都建築構造行政連

絡会と（一社）東京都建築士事務所協会構造技術専門委員会が協議して作成しております。 

回答の作成にあたっては、質問の意図が明確でないものにつきましては、的確な回答を行うために質

問の主旨を推測した上で質問の文面を一部修正したものがあります。 

なお、建築構造設計指針 2019についての質問は随時受け付けておりますので、東京都建築士事務所

協会のホームページ（http://www.taaf.or.jp）の「お問い合わせ」コーナーにメールで送信下さい。 

 

http://www.taaf.or.jp/
http://www.taaf.or.jp/
http://taaf.or.jp/contact/index.html
http://taaf.or.jp/contact/index.html


1 

建築構造設計指針 2019 Q&A （1） 

No. 章 頁 質問内容 回答 

1 共通 － 

本日の説明会のパワーポイントの内容を頂

きたいです。とても良くまとめられていたの

で、社内での報告に使いたい。 

第 1章、第 2章についてのパワーポイントを

協会のホームページに掲載しましたので、ご

活用ください。（Book・刊行物販売のページ） 

2 

第 1章 

構造設計 

P.11 

耐風圧性能において「超高層建物などでは上

記に加えて 500 年に 1 回程度発生する暴風

(1.6W)に対して」とありますが、令第 82 条

の 5(限界耐力計算)第二号の G+P+1.6W のこ

とでしょうか。 

その通りです。 

その場合、平 12 建告第 1465 号第三号ロで

は、地上 10m における平均風速がイに規定

する風速の 1.25 倍に相当する暴風とあるの

で 1.6Wとはならないのでは？ 

風圧力は風速の 2 乗に比例しますので、

1.252=1.5625≒1.6 となります。 

3 P.13 

P.9の表 1-2-2被害ランクでは軽微、小破、中

破、大破と表現しているが、P.13 の表 1-2-7

耐震クライテリアでは無被害、軽微な損傷、

損傷、著しい損傷と表現されており表現の対

応が分からない。 

表 1-2-2 の被害ランクで示している軽微、小

破、中破、大破は、日本建築防災協会の被災

度区分判定基準などで定義されている建物

の被害状況の分類です。表 1-2-7 は設計に用

いる耐震クライテリアの一例を示すもので、

目標性能と耐震クライテリアを関連付ける

ための表です。設計に用いる目標性能はでき

るだけ具体的に表現することが望ましいが、

被害ランクを目標性能とすることは適切で

はないので、ここでは無被害、軽微な損傷、

損傷、著しい損傷（いずれも「留める」との

意味）と表現しています。 

無被害とするための判定規準として例えば

許容応力状態で、かつ層間変形角 1/〇〇〇

rad.以下、著しい損傷を生じさせない条件と

して層間変形角 1/〇〇rad.以下、などとクラ

イテリアを定めます。 

4 P.20 

大地震時における建物変形の算定式ですが、

エネルギー定則に基づき算定する式（1-2-1

式）と、変位一定則に基づき算定する式（1-

2-2 式）の解説文は逆になっているのではな

いでしょうか？ 

 Rmax＝R×
C×Ds'

Co
×

1

2
× {1+ (

1

Ds'
)

2
} 

・・・（1-2-1式） 

Rmax＝R×
C

Co
      ・・・（1-2-2式） 

 Rmax , R：大地震、中地震時の変形角 

 C , Co：大地震、中地震時の 

せん断力係数で 1.0、0.20 

 Ds’：建物の保有耐力に換算した Ds 

（1-2-1 式）は比較的短周期の建物に用いる

推定方法でエネルギー定則により導かれる

式、（1-2-2式）は長周期の建物に用いる推定

方法で変位一定則により導かれる式です。従

って、建築構造設計指針の解説は正しいで

す。下図を参考にしてください。 

 

5 P.36 

地震応答解析とは、超高層建築物の構造計算

方法の時刻歴応答解析と同義ですか？ 

地震応答解析の方法は、コンピュータの演算

能力が高くない時代には応答スペクトル法

やモーダルアナリシスなどもありましたが、

今は時刻歴地震応答解析に限られています。

従って、現在では地震応答解析と時刻歴地震

応答解析は同義と扱われています。 

A 

B 

R Rmax 

Co 

Ds’ 

C 

（建物層間変形角） 

エネルギー定則 

（1-2-1式） 

A=B 

R Rmax 

Co 

Ds’ 

C 

変位一定則 

（1-2-2-式） 

（せん断力） 

（せん断力） 

（建物層間変形角） 

http://taaf.or.jp/information/book_category01.html
http://taaf.or.jp/information/book_category01.html
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建築構造設計指針 2019 Q&A （2） 

No. 章 頁 質問内容 回答 

6 

第 2章 

構造設計

要領 

P.76 

【倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重】 

「実況に応じて計算した値が 3,900N/m2未満

でも 3,900N/m2としなければならない」のこ

の時の床の積載荷重とは地震力用を指すの

でしょうか？ 

積載荷重の比率が床用、ラーメン用、地震用

で 100：80：65 とされているので、6,000－

5,100－3,900 とするのか、床用を 3,900 とし

て 3,900－3,300－2,500 とするのでしょう

か？ 

この規定が定められている施行令第 85 条第

3項には、計算の対象を定めずこの値が明記

されています。従って、床用、ラーメン用、

地震用の積載荷重とも 3,900N/m2以上とする

必要があります。 

なお、オレンジ本に記述されている積載荷重

の比率 100：80：65は一般論であり、施行令

に定められている数値ではありません。 

7 P.88 

【風力係数】 

煙突等の円筒形の構造物の風力係数を定め

ている表九において、H／B についての説明

が無い。 

風荷重については、施行令第 87条と平成 12

年建設省告示第 1454 号で規定されています

が、オレンジ本ではこの内容に解説を付けて

構成を変えており、この結果、符号の説明が

分散しております。 

H は建築物の高さと軒の高さとの平均値で

オレンジ本では P.83 で明記しており、B は

風向に対する見付幅で P.85～P.88 の図中に

明示しております。 

8 P.93 

【縦スリット状開口を有する耐震壁のモデ

ル化】 

図 2-5-10 の縦スリット状開口のモデル化の

図中にある仮想間柱「壁厚の 2～3 倍の部分

を設定する」は、「壁厚の 2～3 倍の部材を

設定する」ではないでしょうか？ 

同じ意味です。「縦スリット状開口際の壁厚

の 2～3 倍の範囲を仮想間柱としてモデル化

する」との意味です。 

9 P.96 

【断面算定位置】 

図 2-5-12 の袖壁付柱に接続する大梁の断面

算定位置を、危険断面位置と同じく壁フェイ

スにすることは誤りですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-12 剛域等の設定 

これまでの一般的な設計方法では、袖壁は 2

次設計時（保有耐力計算）においては有効な

耐震要素とみなしますが、1次設計の断面算

定においては袖壁は余力として扱い無視し

ます。従って、断面算定位置は柱フェイスと

し、袖壁フェイスとすることはできません。 

ただし、現在の RC計算規準では、袖壁の許

容応力度計算式が示されているので、1次設

計時に袖壁も断面算定する設計方法を採用

すれば、断面算定位置を袖壁フェイスに近い

位置に設定しても良いと思われます。ただ

し、この場合、袖壁による長期梁端曲げ応力

の増大や袖壁が梁幅よりも薄いことを考慮

した断面算定位置の設定などに留意が必要

です。 

10 P.99 

【設計用常時曲げモーメント】 

図 2-5-16（b）に関して、前質問のような袖壁

付き架構に関しても、常時の設計用曲げモー

メントは節点モーメントを採用しなければ

ならないですか？（RC 規準の 8 条や建築構

造設計指針では「剛域を考慮した応力解析」

や「袖壁を適切に考慮して」等の但し書きが

あったと思います。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-16（b）設計用曲げモーメント 

応力解析における袖壁の考慮の方法によっ

て、適切な判断が必要です。 

略算法により袖壁の剛性を評価するものの

袖壁による剛域を考慮しない場合には、通常

と同様に節点モーメントを採用する必要が

あります。剛強な袖壁を設けて応力解析に袖

壁の剛性と剛域を考慮する場合には柱芯の

モーメントが大きな値となるので、図 2-5-16

（b）による方法によらず適切な方法で設計

用常時モーメントを決定して良いと思いま

す。 
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建築構造設計指針 2019 Q&A （3） 

No. 章 頁 質問内容 回答 

11 

第 3章 

木構造 

P.160 

【図 3-1-7 混構造の設計フロー】 

図中の中段中央辺りにある告示第 593 号第

四号イと表記された枠内、および、図中の中

段右側にある告示第 593 号第四号ロと表記

された枠内にルート 1 とありますが、ルート

2 相当ではないですか？ 

（それぞれ 2ヶ所ずつ計 4ヶ所） 

図 3-1-7のフロー中でルート 1 やルート 2 と

示す設計ルートは、混構造の設計ルートであ

り、RC 造や S 造の設計ルートではありませ

ん。下階の非木造部分の RC造や S造の設計

ルートは表中でルート 2相当、ルート 3相当

などと□を付さずに表現しています。 

ご指摘の部分は、平成 19 年国土交通省告示

第 593 号第四号イ及び同告示第四号ロに基

づき、設計ルート 1 とすることができます。

（木質系混構造建築物の構造設計の手引き

（2019年版）P-34の 30～37行目） 

12 P.171 

1997 年版「建築物の構造規定」には方杖の検

討式が載っていましたが、改訂版の 2001 年

版「建築物の構造関係技術基準解説書」では

方杖の検討式は削除されています。 

今回の「オレンジ本」には方杖の検討式が載

っていますが、問題はありませんか？ 

既往の大地震では壁が配されていない大き

な間口を有する建物の多くが被災しました。

このような建物では方杖を配すことにより、

実質的な耐震性能を向上させることができ

ます。ただし、本文中に記載があるように、

方杖の効果は令第 46 条の壁量計算には参入

できないので注意が必要です。 

13 P.189 

【高倍率壁について】 

高倍率壁の規定ですが、短期許容せん断耐力

の上限を 13.72kN/m（壁倍率にして 7倍）と

しているのは、どの文章まで掛かりますでし

ょうか？ 

4段落目の「しかし～」まで掛かるとすると、

「令第 46 条第 2 項第 1 号ハの規定により行

う構造計算」ということになり、ルート 1の

許容応力度設計で計算を行った場合、壁倍率

の上限は 5倍までと読めてしまいます。 

木造軸組み工法住宅の許容応力度設計（2017

年版）において、P.40 ⑥ 「許容応力度設計

に適用する際の単位長さあたりの短期許容

せん断耐力の上限は 13.72kN/mとする。」と

あり、今までルート 1の設計時はせん断耐力

を壁倍率 7 倍相当を上限として設計してい

ましたが、扱いが変わったのでしょうか？ 

ここは、オレンジ本 2010 とくらべて変更の

無い部分であり、オレンジ本 2019 において

も特に取り扱いは変わっていません。 

グレー本の許容応力度計算を行う際の、短期

許容せん断耐力は 13.72kN/m（壁倍率にして

7 倍）が上限となり、グレー本の「2.3 令第

46条関連の計算」（グレー本 P-50）を行う場

合の壁倍率の上限は 5.0となります。 

短期許容せん断耐力は、許容応力度計算を行

う際に用いるもので、壁倍率は壁量計算で用

いるものです。 

14 

第 4章 

補強コン

クリート

ブロック

造 

P.193 

鉄筋の継手についての記述が無いように思

います。モルタル内の重ね継手はほぼ無効と

思われますので、溶接継ぎ手を原則とすべき

では？ 

補強コンクリートブロック造の耐力壁など

では、鉄筋をブロックの空洞内で原則として

継ぐことはできません。原則外の記述も含め

て「耐力壁」、「帳壁」、「塀」の該当部で

鉄筋の継手について詳しく記述しています。 
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hi 

h 重量＝W 

建築構造設計指針 2019 Q&A （4） 

No. 章 頁 質問内容 回答 

15 

第 4章 

補強コン

クリート

ブロック

造 

P.203 

【ブロック塀の設計用曲げモーメントの算

定式】 

4.4-1 式に示す平成 12 年告示第 1355 号によ

るブロック塀の設計用曲げモーメント M の

算定式において、高さ方向のせん断力分布係

数 Csiは 0.3・Z（1－hi／h）とされています

が、h、hi の定義の説明が正しくないように

思われます。塀の最頂部の分布係数を計算す

る場合、hi＝h とするとせん断力が 0 になっ

てしまいます。 

 M＝0.4h・Csi・W 

 Q＝Csi・W        4.4-1式 

 Csi＝0.3・Z（1－hi／h） 

  h：塀の地盤面からの高さ（m） 

  hi：塀の地上部分の各部分の地盤面から

の高さ（m） 

  Csi：補強コンクリート造の塀の地上部

分の高さ方向の力の分布を表す係

数 

  他の符号説明は省略 

4.4-1式は地上部分の総重量が Wで、高さが

hのブロック塀において、地盤からの高さが

hiにおける部分の設計用のせん断力（Q）と

曲げモーメント（M）を規定したものです。 

同式の Csiはせん断力係数でなく、せん断力

の分布を表す係数であり、ブロック塀の地上

部分の総重量（W）に乗じる係数です。ブロ

ック塀の最頂部では、Csi は 0.0 となり、中

央部では 0.3Z×0.5、最下部では 0.3Zとなり

ます。つまり、せん断力は震度を 0.3Z の等

分布とした場合の値と一致します。ただし、

曲げモーメントは等分布の震度に対して、頂

部が割増されたモーメント分布となります。 

 

 

 

 

 

 

 

16 

第 6章 

鉄筋コン

クリート

造 

P.307 

【柱・梁接合部の終局強度の検討式】 

6-3-19式は、靭性保証型耐震設計指針から引

用していると思うが、靭性保証型耐震設計指

針にはこの式を採用する場合に、その他の規

定（Pw≧0.3％等）があったはずなので、本指

針にも記載すべきと思います。 

 

 Vju＝K・φ・Fj・bj・Dj … 6.3-19式 

6.3-19式は、靭性保証型耐震設計指針で規定

された式を技術基準解説書が引用している

ものです。靭性保証型耐震設計指針では、実

験結果による柱・梁接合部のせん断補強筋比

（Pw）と梁塑性率の関係などが紹介されて

います。技術基準解説書には柱・梁接合部の

せん断補強として、柱の最小せん断補強筋比

に準じて Pw0.2％以上のせん断補強筋を配す

ることなどが記述されています。 

しかしながら現状では、柱・梁接合部のせん

断補強筋の設計式は存在しておらず、また、

柱・梁接合部内では柱主筋と梁主筋が密集し

ており、多量のせん断補強筋を配することが

難しくはありますが、上記の点なども踏まえ

て適切な設計を行う必要があると思います。 

17 

第 7章 

壁式鉄筋

コンクリ

ート造 

P.325 

【WRC 造に鉄骨間柱を設けた場合の、混構

造か否かの判断について】 

500m2超の壁式 RC 造にて、水平力を受けず

鉛直力のみを負担する鉄骨間柱を設けた場

合は混構造とみなされ、適判が必要となりま

すか？ 

建築物の構成要素は図 1-1-2 に示すように多

岐にわたり、これらの構成要素の構造も RC

造、S造、補強コンクリートブロック造、組

積造と多岐にわたります。 

この中で構造種別は、常時荷重や地震力を負

担する柱・梁および壁の材料や構造で区分し

ます。従って、建物の局部の荷重のみを負担

する間柱は構造種別の判断に考慮する必要

はなく、混構造に該当しないと言えます。た

だし、確認審査における運用は、申請する確

認機関に相談してください。 

18 

第 8章 

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造 

P.337 

SRC 造柱脚の SRC 規準にある鉄量について

の記述がありませんが、計算において安全性

が確認できれば（断面算定等）、鉄量の規定

については考慮しなくても良いとの考えで

すか？ 

P.355の 8-2-11 柱脚の設計において、地震時

の変動軸力により引張力が作用する柱脚は

原則として埋込み柱脚とすることを記述し

ております。引張力が作用する柱脚を非埋込

み柱脚とする場合には、柱脚に大きな塑性変

形が生じないように慎重な設計が必要です。 
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β＝0 

仮想背面 

かかと版 

δ＝β＝0 

L型擁壁 

逆 L型擁壁 

δ＝2φ／3＝13.3° 

仮想背面 

β＝0 

堅壁 

建築構造設計指針 2019 Q&A （5） 

No. 章 頁 質問内容 回答 

19 

第 8章 

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造 

P.366 

【ダイアフラムの間隔 dt≧100について】 

UT を考慮する、溶接の施工性を考慮するこ

ととの記載はありますが、現実的に dt≧100

では UTや溶接が困難だと思われます。ダイ

アの板厚は特に厚いので、150 以上（200 以

上）が望ましいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問の通りですが、SRC 造においては鉄骨

の板厚が極めて小さい場合もありますので、

旧来から dt≧100としております。 

具体的な寸法は、設計者が適切に設定すべき

と考えています。 

20 
第 9章 

擁壁 

P.392 

P.394 

P.392 の L 型擁壁の配筋例と P.394 の逆 L 型

擁壁の配筋例において、背面土の内部摩擦角

φが 20°と同じであるにも係わらず、主働土

圧係数が 0.4903 と 0.4379 と異なるのはどの

ような理由でしょうか。 

 

配筋例に記載している主働土圧係数は、擁壁

の安定性を検討する場合の主働土圧係数を示

しています。 

擁壁の安定計算においては、L 型などの片持

ち梁式擁壁と逆 L 型の重力式擁壁では、背面

土のすべり面の想定が異なります。L 型擁壁

では仮想背面をかかと版先端部の垂線と仮定

するため、土圧作用面の状態は「土と土」とな

り、壁面摩擦角δを地表面が水平面となす角

度βとします。当設計例ではβ=0のためδ=0

となります。 

一方、逆 L型擁壁（かかと版無し）の場合は、

仮想背面を竪壁背面と仮定するため、土圧作

用面の状態は「土とコンクリート」となり、壁

面摩擦角δは 2φ／3とします。 

主働土圧係数 KA は下式によるクローン式に

より求めており、両擁壁の壁面摩擦角が異な

るため、主働土圧係数も異なる値となります。

以下では逆 L 型擁壁の主働土圧係数を計算し

てみると、配筋例の値 0.4379と一致します。 

 

 

 

21 
第 10章 

基礎 
P.424 

【基礎杭の引抜き方向の許容支持力】 

表 10-3-6 において、RF：第 1 号に掲げる RF

（単位 kN）とあり、Ns
―

の上限を 30としてい

ます。しかし、告示第 1113 号では引抜き力

の検討のNs
―

には上限がありません、引抜き力

を増すために剛強な地盤に杭先端を伸ばす

場合に不合理です。 

平 13 国交告第 1113 号では、基礎杭の支持力

は第 5 で定められており、許容支持力の算定

において圧縮も引抜きもNs
―

は上限を 30 とす

ると定められています。 

質問でNs
―

に上限が無いと言われているのは、

同告示の第 6 だと思います、第 6 では載荷試

験などにより定めるので、Ns
―

の上限は規定さ

れていません。 

AK  =

C O S  α・ １+・
ｓｉｎ(φ－β)ｓｉｎ(φ+δ)

(α+δ)C O S  
・
・(α+δ)C O S  C O S  (β-α)（ ）2

2

(φ－α)C O S  2

=

・ １+・
・
・C O S  C O S  （ ）2

2

2

C O S  0
0

C O S  2 0

C O S  1 3 . 3
ｓｉｎ3 3 . 3 ｓｉｎ2 0

1 3 . 3

2 . 0 7 2・0 . 9 7 3
= =

0 . 8 8 3
0 . 4 3 8

K A ：主動土圧係数
φ  ：背面土の内部摩擦角（度）
δ  ：壁面摩擦角（度）
β  ：地表面が水平面となす角度
α  ：仮想背面が鉛直面となす角度

0.4379 

ダイアフラム 

KA  ： 主働土圧係数 

KA 
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22 
第 10章 

基礎 

P.425 

P.689 

【Fl値による液状化判定法】 

基礎指針の判定法に基づき Fl 値を計算する

場合、地動加速度の他にマグニチュードが必

要となりますが、マグニチュードの目安値

（一次設計時、二次設計時）があればご教授

願います。 

本書では、建物の目標性能と耐震クライテリ

アは地動加速度に関連付けて説明しているの

で、液状化判定においても地動加速度につい

て説明しています。しかしながら、地盤の液状

化は地震動の継続時間が長くなると、より顕

著になるので、継続時間に影響する地震のマ

グニチュードも考慮して判定する必要があり

ます。 

液状化判定におけるマグニチュードについて

は、建築基礎構造設計指針 2001の例題では、

地表面加速度 200gal に対してマグニチュード

7.5としています。関東地域では過去 300年間

に発生した震度６の地震のマグニチュードは

6.9～8.2であるので、これらを参考に設定する

のが良いと思います。一般的には一次・二次設

計とも基礎指針を参考に M7.5とするか、一次

設計時は M7.0、二次設計時には M8.0 とする

などの例があります。 

23 

第 11章 

構造審査

要領 

P.500 

【リユース部材】 

リユース部材について「材料納入時の受入検

査として～」、「使用前に～十分に検査し、

～」とありますが、製造後の経過年数も含め

履歴が不明な場合、どのような検査が必要で

しょうか。 

リユース部材では、繰り返し使用されること

による腐食（錆）・腐朽、形状・精度や機械的

性質の変化について、外観検査及び非破壊検

査により、その品質が設計上必要な構造性能

を満足しているか確認する必要があります。 

11-3 節の参考文献として記載した、（一社）

日本建築学会「建築部材のリユースマニュア

ル・同解説」2009.10 に、リユース部材の品質

確認・評価について記載されているので参照

して下さい。 

24 P.503 

【膜構造建築物】 

「膜材料について、～構造計算に用いる許容

応力度及び材料強度を適切に設定しなけれ

ばならない。」とありますが、設定にあたり

必要な試験などについて、参考となる文献は

ありますか。 

仮設建築物に、再使用の膜材料を使う場合に

推奨される材料の試験について、（財）日本建

築センター他「膜構造の建築物・膜材料等の技

術基準及び同解説」2003.8 に記載されている

ので参照して下さい。 

25 
第 12章 

東京の地

域特性を

考慮した

建築構造

における

確認審査

の取扱い 

P.622 

【中高層建築物審査要領】 

本要領の適用が必須となる場合はあります

か？ 

P616～620 の本要領の確認審査での位置づけ

に記載されているとおり、中高層建築物が密

集している地域に建設される建築物に対して

は、本要領を採用して設計することが望まし

いです。ただし、必須ではなく、設計者が建築

主と合意の基に構造設計方針に本要領の採用

を記載した場合に限り適用されます。 

26 P.622 

基礎・基礎梁の大地震時の検討はプログラム

が無く、設計者の負担が非常に大きいです。

明確な設計法を提示いただきたい。 

大地震時の検討については、P650 4.8、4.9に

よります。計算手法等については、（一社）日

本建築学会「建築基礎構造設計指針」等を参考

にすることが考えられます。 
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27  P.730 

【場所打ちコンクリート杭の長期許容支持

力について】 

認定工法により施工する場合については、支

持力の上限は、表 12-5-15 によらず認定工法

の支持力算定式を用いて良いでしょうか？ 

 

 

ご質問の内容が、平 13 国交告第 1113 号 第

6 第一号のα、β及びγの数値について性能

評価を受け、大臣の認定を受けた工法であり、

確認申請書に認定書の写しを添付した場合に

ついてであれば、第 6 の告示式によることに

なります。 

 

またご質問の内容が、任意の技術評定を受け

た工法であり、確認申請書に、評定書等を添付

した場合についてであれば、審査ごとに建築

主事等の判断によることになります。 

 

いずれの場合も、評定等の適用範囲と地形、地

層構成及び支持地盤の種類などの諸条件が適

合していることが重要であるため、それらに

応じて、適切な地盤調査を行っていることが

前提となります。 

 

また、地層構成が複雑な東京の地盤特性や、狭

小な敷地内で実施された地盤調査結果により

許容支持力を求めていること等を考慮し、設

計者が安全側の判断として、「12-5-9-2 場所

打ちコンクリートぐい等」を参照の上、許容支

持力を設定することを推奨します。 

28 付録 P.818 

【梁継手】 

梁継手に関して全てを計算したわけではな

いが、H－390×300×10×16（400N級、M22

使用）の場合、保有耐力接合（αj≧1.2）を満

足しません。SCSS の委員会に確認してもら

いたい。 

建築構造設計指針 2019 の梁継手諸元には、

2002 年に発行された SCSS-H97 の第 2 版を引

用しています。1996 年 11 月に発行された

SCSS-H97 の第１版では工学単位系が使用さ

れていましたが、第 2版は SI単位系に変更さ

れたので部材強度や保有耐力の余裕度（αj）

が再計算され、これらの数値が変更されてい

ます。この第 2版の「第 2章 接合部の設計、

2.2 数値の取扱い」に保有耐力接合の余裕度

（αj）の計算方針が示されています。 

H－390×300×10×16に高力ボルトM22を使

用した場合について、この計算方針にならい

余裕度（αj）を計算し、小数点以下第三位を

丸め、小数点以下第二位を切り捨てるとαj＝

1.2となり、梁継手諸元の値と一致します。 

ただし、この値には余裕がないので、高力ボル

ト M20を使用（αj＝1.4）するなど、余裕度の

確保に留意してください。 

29 

新構造設

計特記仕

様 

P.2 

【9. 鉄筋コンクリート工事】 

（2）鉄筋 （b）検査 

継手検査方法の欄外に「ガス圧接部分の検査

を超音波探傷検査によって行う場合、最初の

数ロットについては引張試験も併用し、1回

の引張試験は 5本以上とする。」との記載が

ありますが、必ず超音波探傷検査と併用して

引張試験を行う必要がありますでしょう

か？  

また、図書の中で引張試験をする必要がある

旨の記載はあるでしょうか？ 

引張試験は直接的に継手の品質が確認でき、

不合格（圧接面破断）が生じた場合には、その

破断面や形状を観察することによって、不具

合の要因を推測し、以後の品質管理にフィー

ドバックすることができます。このため、超音

波探傷検査によりガス圧接部の検査を行う場

合、工事の初期においては引張試験を併用す

ることが望ましい。特に、東京都内での工事に

おいては、赤本（建築工事施工計画等の報告と

建築材料試験の実務手引）にこのことが明記

されているので、引張試験を併用する必要が

あります。 

 


